
看
護
と
い
う
言
葉
は
い
つ
か
ら
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
探
索
に
活
用
で
き
る
代
表
的
な
三
つ
の
二
次
資
料

が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
諸
橋
轍
次
に
よ
る
「
大
漢
和
辞
典
』
、
日
本
人

の
著
編
撰
訳
し
た
書
籍
の
書
目
を
国
初
か
ら
慶
応
三
年
ま
で
収
録

し
て
い
る
「
国
害
総
目
録
』
、
官
撰
の
百
科
事
典
で
古
代
か
ら
慶
応

三
年
ま
で
の
諸
般
の
事
項
を
採
録
し
て
い
る
『
古
事
類
宛
」
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
前
二
者
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
看
護
」
と
い
う
言

葉
の
使
用
例
に
つ
い
て
は
す
で
に
報
告
し
た
（
第
九
七
回
日
本
医
史

学
会
、
第
十
六
回
日
本
看
護
科
学
学
会
）
。

今
回
は
「
古
事
類
苑
」
の
方
技
部
十
三
医
術
四
の
看
病
の
項
目

に
収
録
さ
れ
て
い
る
十
五
の
書
籍
・
史
料
の
う
ち
、
唯
一
看
護
と

い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
「
病
家
須
知
」
を
取
り
上
げ
分
析
考

察
す
る
。
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「
看
護
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
の
は
じ
め

（
第
二
報
）
ｌ
平
野
重
誠
「
病
家
須
知
」
と
看
護
Ｉ

平
尾
真
智
子

『
病
家
須
知
』
は
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
江
戸
時
代
の
医
師
平

野
重
誠
（
一
七
九
○
’
一
八
六
七
）
の
書
い
た
全
八
巻
か
ら
な
る
医

学
書
で
、
巻
末
二
巻
は
一
八
三
○
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
坐
婆
必
研
」

で
あ
る
。
今
回
研
究
の
対
象
と
し
た
史
料
は
順
天
堂
大
学
山
崎
文

庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
『
病
家
須
知
」
六
巻
で
、
看
護
と
い
う
言

葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
全
部
で
十
八
箇
所
あ
っ
た
。

カ
ン
ガ
ク

カ
ン
ガ
ク

巻
之
一
で
は
「
痘
児
看
護
」
「
病
者
の
所
置
看
護
の
用
意
を
述
べ
」

カ
ン
ピ
ヤ
ク

カ
ン
ガ
ク

「
空
心
と
渇
睡
て
看
護
す
る
こ
と
甚
あ
し
」
「
看
護
は
少
べ
か
ら

カ
ン
ガ
ク

カ
ン
ガ
ク

ざ
れ
ば
」
「
身
を
伽
て
看
護
す
る
人
」
「
看
護
を
他
人
に
託
て
」
「
看

護
を
よ
く
領
知
た
る
人
は
少
に
て
」
「
他
人
な
り
と
も
款
篤
に
善
愛

カ
ン
ピ
ヤ
ク

カ
ン
ピ
ヤ
ウ

看
護
す
べ
き
こ
と
な
り
」
「
看
護
人
の
最
切
緊
と
記
得
く
し
」
・
巻

カ
ン
ガ
ク

カ
イ
ホ
ウ

之
二
は
「
病
人
を
看
護
す
る
に
も
」
「
一
に
看
護
。
二
に
飲
食
。
三

モ
リ

に
薬
。
」
。
巻
之
三
で
は
「
児
を
看
護
す
る
余
力
に
は
」
「
世
の
人
多

ア
ヅ
カ
リ
シ

モ
リ

カ
ン
ピ
ヤ
ウ

く
は
児
を
看
護
に
心
を
労
め
」
「
児
を
看
護
す
る
の
外
に
」
「
看
護

カ
ン
ガ
ク

カ
ン
ガ
ク

の
一
助
に
供
ま
で
な
り
」
「
痘
児
看
護
の
人
は
」
「
病
人
を
看
護
し

マ
モ
リ

た
る
輩
」
「
意
を
注
て
看
護
て
よ
し
」
。
巻
之
四
、
五
、
六
に
は
看

護
と
い
う
言
葉
の
使
用
例
は
な
い
。

ま
た
こ
れ
ら
の
「
看
護
」
に
は
ふ
り
が
な
が
つ
い
て
い
る
が
、

十
八
例
の
う
ち
、
「
カ
ン
ガ
ク
」
（
七
）
、
「
カ
ン
ピ
ャ
ウ
」
（
五
）
、
「
モ
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リ
」
（
二
）
、
「
カ
イ
ホ
ウ
」
二
）
、
「
ア
ヅ
カ
リ
シ
」
二
）
、
「
マ
モ
リ
」

（
一
）
、
ふ
り
が
な
無
し
（
一
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

看
護
の
字
の
読
み
方
と
し
て
は
「
カ
ン
ガ
ク
」
「
カ
ン
ビ
ャ
ウ
」
が

多
く
「
カ
ン
ゴ
」
と
い
う
ふ
り
が
な
の
あ
る
も
の
は
な
か
っ
た
。

こ
の
「
か
ん
が
く
」
に
つ
い
て
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
、

昭
和
四
八
年
）
で
は
、
「
か
ん
が
く
」
の
項
目
に
（
「
看
護
」
の
「
護
」

が
「
獲
」
「
穫
」
な
ど
と
字
形
が
似
て
い
る
た
め
、
誤
っ
て
発
生
し
た
語

か
）
と
い
う
カ
ッ
コ
書
き
の
注
記
が
あ
り
、
「
か
ん
ご
（
看
護
）
」
に

同
じ
。
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
江
戸
時
代
の
文
芸
書
で
あ
る

「
柳
多
留
」
や
「
酒
落
本
」
、
歌
舞
伎
の
仮
名
書
に
お
け
る
使
用
例

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
辞
典
の
「
看
護
」
の
項
目
で
は
、
け
が

人
や
病
人
な
ど
の
手
当
て
を
し
、
世
話
を
す
る
こ
と
。
看
病
。
か

明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
使
用
例
と
し
て
前
回
は
明
治
八
年
の

「
陸
軍
病
院
扶
卒
須
知
」
（
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
の
翻
訳
害
）
に
お
け
る

使
用
例
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
今
回
は
そ
れ
よ
り
早
い
、
明
治
二

年
の
ボ
ー
ド
イ
ン
の
規
則
（
東
京
大
学
医
学
部
図
書
館
所
蔵
明
治

三
年
諸
規
則
）
の
な
か
に
そ
の
使
用
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

た
。
そ
の
文
章
と
は
、
医
学
校
及
上
病
院
ノ
生
徒
（
十
七
条
）
七
「
生

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
辞
典
の

人
や
病
人
な
ど
の
手
当
て
を
し
、

ん
が
く
。
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

徒
修
業
期
限
ノ
内
、
病
院
二
於
イ
テ
職
員
ニ
充
テ
ル
コ
ト
ヲ
許
シ

而
シ
テ
患
者
ヲ
看
護
シ
包
帯
ヲ
施
シ
薬
局
ノ
補
助
等
ヲ
勉
ム
」
と

い
う
も
の
で
、
ボ
ー
ド
イ
ン
は
オ
ラ
ン
ダ
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ

の
場
合
の
「
看
護
」
は
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
の
訳
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
中
国
語
の
辞
典
『
辞
源
』
に
は
「
看
護
」
の
項
目
に
、

元
の
時
代
の
詩
人
張
之
翰
の
詩
「
金
楼
曲
」
が
引
用
さ
れ
、
そ
の

な
か
に
看
護
の
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
現
代
中
国
で
は
看
護
は

護
理
、
看
護
婦
は
護
士
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
中
世
に
は
「
看

護
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
中
国
に
お

け
る
看
護
の
字
の
使
用
に
関
し
て
は
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。

（
山
梨
県
立
看
護
短
期
大
学
）
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